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【実施事項】

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木

材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

株式会社　若商

宣言日

事業場名　　　

SafeworK 向上宣言
　労使協力して無事故・無災害を実現し、
社員と荷主の皆様の期待に応えます。

令和4年5月23日

①
乗務員教育時に危険予知活動を実施し
安全意識向上に努めます。

②
安心安全な輸送を目指し、運行計画の
策定･実行･チェック･改善に取り組みます。

③
健康診断の確実な実施と医師の意見を聴取し
感染症･熱中症対策を含む健康管理に取り組みます。

④
荷役災害防止のため、ヘルメット･安全靴の着用を
徹底します。


